
守門学校給食センター食器消毒保管庫購入仕様書

１ 趣旨

守門学校給食センター食器消毒保管庫を購入するにあたり、必要事項を定めるもの

２ 納入期限

令和5年 9月 13日まで

３ 納入場所

守門学校給食センター （魚沼市須原 980番地）

４ 物品内容及び購入数

１）物品内容及び購入数

・食器消毒保管庫

①参考品 タニコー㈱ NHE-30BW

②購入数 １台

２）仕様について

・新品であること。

・扉は両面式であること。

・食器カゴはなしとする。

・温度過昇防止装置付きであること。

３）その他

・運搬、搬入、据付、試運転調整に係る費用は受注者の負担とする。ただし、配管工事、電気

工事は含まないものとする。

・既存品を調理場の屋外に搬出する費用は受注者の負担とする。

既存品・食器消毒保管庫(H202E-30BW)１台

４）同等品について

上記仕様を満たす同等品以上のものは可とし、カタログ等を提出し事前に担当者の了承を

得ること。

５ 納品に関する事項

１）落札者は、入札終了後、物品の価格及び上記３）に示す費用を記載した内訳書を提出す

ること。

２）受注者は、発注者（学校）からの指示により、期限内に物品の納入を行うこと。

３）受注者が物品を納入する日時は、必ず、発注者（学校）と協議し授業等に支障のないように

行うこと。

４）受注者の過失により発注者（学校）に対し損害を与えた場合、受注者の責任により賠償する

こと。

５）納品検査は、発注者と受注者との立会いで行うこと。



６）立合い時に既存品、搬入、納入品の写真を撮影し、発注者へ提出すること。

７）納品数の不足及び製品に明らかな瑕疵等があった場合、受注者は速やかに交換等の対応を行

うこと。

８）納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから３０日以内に支払う。

９）疑義が生じた場合、発注者と受注者はその都度協議を行い、決定する。

６ その他（処分に関すること）

１）屋外に搬出した既存品については、市内処分業者へ引き渡し、別途処分を予定。

２）備品搬入時の梱包材等については、受注者が回収し処分する。


